
シラバスの内容  

ねらい   
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項   

・福祉サービスに係る組織や団体（社  0）福祉サービスに係る組織や  ○ 社会福祉法人制度   ・定義、役割、税制、実際   

会福祉法人、医療法人、特定非営利活  ・その他  
動法人、営利法人、市民団体、自治会  ○ 特定非営利活動法人制度  ・定義、役割、税制、実際  
など）について理解する。  

・その他  

・福祉サービスの経営と管理遷宮につ   ○ その他の組織や団体   ・医療法人、公益法人、営利   

いて理解する。  法人、市民団体、自治会  

・その他  

（診福祉サービス提供組織の経  

嘗と実際   ○ 財源   ・自主財源、寄付金、補助金、  

介護報酬  

・その他  

○福祉サービス提供組織の経  

嘗の実際  

③福祉サービスの管理運営の  ○ 適切なサービス提供体制の  ■ スーパービジョン体制  

方法と実際   確保   ・苦情対応、リスクマネジメン  

トの方法  

・その他  

○ 働きやすい労働環境の整備  ・キャリアパス  

・OJTやOFF－JT  

t育児・介護休業  

・メンタルヘルス対策  

・その他  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項   

止制度の意義や  

係について理解  
○ 福祉政策の概念と理念  

0 福祉制度と福祉政策の関係  

－ズと資源につ  ○ 前近代社会と福祉   ・救貧法、慈善事業、博愛事業、  

相互扶助  

・その他  

いて理解する。  0 近代社会と福祉   ・第二次世界大戦後の窮乏社  

会と福祉、経済成長と福祉  
（福祉政策にお  ・その他  
．個人の役割を  

「る。  
○ 現代社会と福祉   ・新自由主義、ポスト産業社  

会、グローバル化、リスク社会  

（教育政策、住宅  
、福祉多元主義  

・その他  
・。）の関係につい   

③福祉政策におけるニーズと  ○ 需要とニーズの概念   ・需要の定義、ニーズの定義  

資源  ・その他   

政策との関係に  ○ 資源の概念   ・資源の定義  

・その他  

現代宇土会における福‡  

理念、福祉政策との関七  

福祉政策におけるニー  

いて理解する。  

・福祉政策の課是引二つ  

福祉政策の構成要素  

ける政府、市場、家族、  

含む。）について理解す  

福祉政策と関連政策  

政策、労働政策を含む  

て理解する。  

・相談援助活動と福祉  

ついて理解する。  

32  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

0福祉政策の現代的課題  ・社会的包摂、社会連帯、セー  

フティネット  

・その他  
0福祉政策の課題と国際動向  

0 福祉政策の論点   ・効率性と公平性、必要と資源、  

普遍主義と選別主義、自立と  

依存、自己選択とパターナリズ  

ム、参加とエンパワーメント、  

ジェンダー、福祉政策の視座  

・その他  

0福祉政策における政府の役  

割  

○福祉政策における市場の役  

割  

○福祉政策における国民の役  

割  

○ 福祉供給部門   ・政府部門、民間（営利・非営  

利）部門、ボランタリー部門、イ  

ンフォーマル部門  

・その他  

0 福祉供給過程   ■公私（民）関係、再分配、割当、  

行財政、計画  

・その他  
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シラバスの内容  
想定される教育内寧の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑥福祉政策と関連政策   ○ 福祉政策と教育政策  

○福祉政策と住宅政策  

○福祉政策と労働政策  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・高齢者の生活実態とこれを取り巻く社  0）高齢者の生活実態とこれを  ○ 高齢者の生活実態とこれを  

会情勢、福祉・介護需要（高齢者虐待  取り巻く社会情勢、福祉・介護  取り巻く社会情勢   

や地域移行、就労の実態を含む。）   需要（高齢者虐待や地域移行、  ○ 高齢者の福祉需要  ・高齢者虐待の実態、高齢者  
について理解する。   就労の実態を含む。）   

の地域移行や就労の実態  

・その他  
・介護の概念や対象及びその理念等  

について理解する。  ○ 高齢者の介護需要  ・要介護高齢者の実態、認知  

症高齢者の実態   

・介護過程における介護の技法や介護  

予防の基本的考え方について理解す  と範囲  

る。  ○ 介護の理念  

○ 介護の対象  
・終末期ケアの在り方（人間観や倫理  

を含む。）について理解する。  ・3）介護予防   ○ 介護予防の必要性  

ランの実際  

・介護保険制度について理解する。  （郭 介護過程   ○ 介護過程の概要  

・高齢者の福祉・介護に係る他の法制  

虔の概要について理解する。  （9 認知症ケア   ○ 認知症ケアの基本的考え方  

○ 認知症ケアの実際  

（斡終末期ケア   ○ 終末期ケアの基本的考え方  

○終末期ケアにおける人間観  

と倫理  

○ 終末期ケアの実際  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

（扮 介護保険法   ○ 介護保i咲法の概要   ・介護保険制度の目的、保険  

者と被保険者、保険料、要介  

護認定の仕組みとプロセス、  

居宅サービスの捜短、施設  

サービスの種類、住宅改修の  

種類、地域支援事業、苦情処  

理、審査請求、介護保険制度  

の最近の動向  

・その他  

⑨介護保険法における組織及  

び団体の役割と実琴   
○ 市町村の役割  

○ 都道府県の役割  

○ 指定サービス事業者の役割  

○国民健康保険団体連合会  

の役割  

○介護保険制度における公私  

の役割関係  

○ 介護支援専門員の役割  

○ 訪問介護員の役割  

○ 介護職員の役割  

○福祉用具専門相談員の役  

割  

○介護相談員、認知症サボー  

ターの役割  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑪介護保険法におけるネット  

ワーキングと実際   ・連携の実際  

■その他  

0サービス利用時における連  

扶   ・連枝の実際  

・その他  

⑫地鱒包括支援センターの役  

割と実際   織体系  

○地域包括支援センターの活  

動の実際   ・その他  

綿 毛人福祉法   ○ 老人福祉法の概要   ・老人福祉法に基づく措置  

・その他  

⑭高齢者虐待の防止、高齢者  

の養護者に対する支援等に関  
する法律（高齢者虐待防止法）   

○ 虐待発見時の対応  

⑮高齢者、障害者等の移動等  

の円滑化の促進に関する法律   

の概要  

○高齢者向け優良賃貸住宅、  

高齢者専用賃貸住宅  

38  

39   －70－  



シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・障害者の生活実態とこれを取り巻く社  Q）障害者の生活実態とこれを  ○ 障害者の生活実態とこれを  

会情勢や福祉需要（地域移行や就労  取り巻く社会情勢、福祉・介護  取り巻く社会情勢   

の実態を含む。）について   需要   ○ 障害者の福祉・介護需要  ・障害者の福祉・介護需要の   
理解する。  （地域移行や就労の実態を含  実態   

む。）   ・障害者の地域移行や就労の  
・障害者自立支援法の概要について理  実態   
解する。  ・その他  

・障害者の福祉・介護に係る他の法制  
（診障害者自立支援法   ○ 障害者自立支援法の概要  ・障害者自立支援法の目的、  

度の概要について理解する。  
障害程度区分判定の仕組みと  

プロセス、支給決定の仕組み  

とプロセス、財源、障害福祉  

サービスの種類、障害者支援  

施設の種類、補装具・住宅故  

修の種類、自立支援医療、地  

域生活支援事業、苦情解決、  

審査請求、障害者自立支援制  

度の最近の動向  

・その他  

○ 匡lの役割  

○ 市町村の役割  

○ 都道府県の役割  

0 指定サービス事業者の役割  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

○ 労働関係機関の役割   ・ハローワーク  

・その他  

○ 教育機関の役割   ・特別支援学校  

・その他  

○障害者自立支援制度におけ  

る公私の役割関係  

④障害者自立支援法における  

専門職の役割と実際   ○ サービス管理責任者の役割  

○ 居宅介護従業者の役割  

（9 障害者自立支援法における  ○ 医療関係者との連携   ・連携の方法  

多職種連携、ネットワーキング   ○障害程度区分判定時におけ  ・連携の実際  

と実際  
る連携  

・その他  

○サービス利用時における連  

携  

○労働関係機関関係者との連  

携  

○ 教育機関関係者との連携  

⑥相談支援事業所の役割と実  

際   系  

○相談支援事業所の活動の  

実際  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑧知的障害者福祉法   ○知的障害者福祉声の概要  ・療育手帳、知的障害者福祉  

法I±基づく痩置  

・その他  

⑨精神保健及び精神障害者福  ○ 精神保個及び精神障害者福  ・精神保健福祉手帳、精神保  

祉に関する法律   祉に関する法律の概要   鱒及び精神障害幸福祉に閲す  

る法律に基づく措置入院  

・その他  

⑩発達障害者支援法   ○ 発達障害者支援法の概要  ・発達障害者支援センターの  

役割  

・その他  

⑪障害者基本法   ○ 障害者基本法の概要  

地心神喪失等の状態で重大な  

他苦行為を行った者の医療及  

び観察等に関する法律   び観察等に関する法律の概要  

爾）高齢者、障害者等の移動等  

の円滑化の促進に関する法律   

の概要  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・児童・家庭の生活実態とこれを取り巻  0）児童・家庭の生活実態とこれ  ○ 児童・家庭の生活実態とこれ  ・少子化の進行   

く社会情勢、福祉需要（子育て、一人親  を取り巻く社会情勢、福祉需要  を取り巻く社会情勢   ・いじめ   

家庭、児童虐待及び家庭内暴力（D．V）  （一人親家庭、児童虐待及び家  ・少年犯罪   

の実態を含む。）について理解する。   庭内暴力（D．∨）、地域における  ・家庭の育児機能の低下  
子育て支援及び青少年育成の  ・その他   
実態を含む。）と実際   ・児童の権利について理解する。  ○児童・家庭の福祉需要（一人  

親家庭、児童虐待、家庭内暴  

・児童・家庭福祉制度の概要について  力（D．∨）、地域における子育て   

理解する。  支援及び青少年育成の実態を  

含む。）   暖及び青少年育成の実態   

一児童・家庭福祉に係る他の法制度の  

概要について理解する。  ②児童の定義と権利   ○ 児童の定義  

○ 児童の権利  

（卦 児童福祉法   ○ 児童福祉法の概要   ・児童福祉法の目的、児童福祉  

施設の種類、里親制度、児童  

福祉制度に係る財源、児童福  

祉サービスの最近の動向  

・その他  

④児童虐待の防止等に関する  ○ 児童虐待の防止等に関する  ・児童虐待防止法の日的、児童  

法律（児童虐待防止法）   法律の概要   虐待の定義、虐待予防の取り  

組み、虐待発見時の対応  

・その他  

⑤配偶者からの暴力の防止及  ○ 配偶者からの暴力の防止及  ・D．∨法の目的、D．∨の定義、家  

び被害者の保護に関する法律  び被害者の保護に関する法律  庭内暴力発見時の対応  

（D．∨法）   の概要   ・その他   

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑥ 母子及び寡婦福祉法   ○ 母子及び寡婦福祉法の概要  ・母子寡婦福祉法の目的、母  

子寡婦福祉資金、母子福祉施  

設、母子寡婦福制度に係る肘  

源、母子寡婦福祉サービスの  

最近の動向  

・その他  

（刀 母子保健法   ○ 母子保健法の概要   ・母子保健法の目的、母子健  

康手帳、養育医療の種類、母  

子保健制度に係る財源、母子  

保健サービスの最近の動向  

・その他  

⑧児童手当法   ○ 児童手当法の概要   ・児童手当の種類、児童手当  

に係る財源、児童手当制度の  

最近の動向  

・その他  

⑨児童扶養手当法   ○ 児童扶養手当法の概要   ・児童扶養手当の種類、児童  

扶養手当に係る財源、児童扶  

養手当制度の最近の動向  

・その他  

⑩特別児童扶養手当等の支  ○ 特別児童扶養手当等の支  ・特別児童扶養手当の種類、  

給に関する法律   給に関する法律の概要   特別児童扶養手当に係る財源、  

特別児童扶養手当制度の最  

近の動向  

・その他  

Q 

法   法の概要  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑩売春防止法   0 売春防止法の概要   ・婦人相談所、婦人保護施設、  

婦人相談員  

・その他  

⑭児童・家庭福祉制度におけ  

る組織及び団体の役割と実際   

0 都道府県の役割  

○ 家庭裁判所の役割  

0児童・家庭福祉制度におけ  

る公私の役割関係  

○家庭支援専門相談員の役  

割  

⑭児童・家庭福祉制度におけ  ○ 医療関係者との連携   ・連携の方法  
る多職種連携、ネットワーキン  ・連携の実際  

グと実際   ○教育関係者との連携  ・その他  

○労働施策関係者との連携  

0 児童相談所の組織体系  

○ 児童相談所と市町村の連携  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

一 低所得階層の生活実態とこれを取リ  ヨ）低所得階層の生活実態とこ  ○ 低所得者居の生活実態とこ  ・低所得者居の生活実態とこ   

巻く社会情勢、福祉需要とその実際に  れを取り巻く社会情勢、福祉需  れを取り巻く社会情勢、福祉需  れを取り巻く社会情勢、福祉票   

ついて理解する。  要と実際   要   要の実態  

・その他  

・生活保護制度について理解する。  ○ 生活保護費と保護率の動向  ・生活扶助、医療扶助、その他   

の扶助等の動向  ・自立支援プログラムの意義とその実  

際について理解する。  （診生活保護制度   ○ 生活保護法の概要   ・生活保護法の目的、基本原  

理、保護の原則、保護の種類   

一 生活保護制度に係る他の法制度のに  
と内容、保護の実施機関と実   

ついて理解する。  
施体制、保護の財源、保護施  

設の種類、被保護者の権利及  

び義務、生活保護の最近の動  

向  

・その他  

③生活保護制度における組織  

及び団体の役割と実際   ○ 都道府県の役割  

○ 市町村の役割  

○ ハローワークの役割  

④生活保護制度における専門  

職の役割と実際   ○ 査察指導員の役割  

扮生活保護制度における他職  ○ 医療との連携   ・連携の方法  

種連携、ネットワーキングと実  ・連携の実際  

際   
・その他   

○その他の施策との連携  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑥福祉事務所の役割と実際  ○ 福祉事務所の組織体系  

○ 福祉事務所の活動の実際  

⑦自立支援プログラムの意義  

と実際   ○自立支援プログラムの作成  

過程と方法  

○ 自立支援プログラムの実際  

（斡 低所得者対策   ○ 生活福祉資金の概要  

○低所得者に対する自立支援  

の実際  

○ 無料低額診療制度  

（9 低所得者へ住宅政策   ○ 公営住宅  
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シラバスゐ内容  
想定される教育内容の例   

ねらい  含まれるべき事項   

・医療保険制度（診療報酬に関する内  ① 医療保険制度   0医療保険制度の概要   ・高額療養費制度の概要   
容を含む。）の概要について理解す  ○ 医療費に関する政策動向  ・その他   
る。   

② 診療報酬制度   ○ 診療報酬制度の概要   ・多様な居住の鳩における在   

・保健医療サービスの概要と保健医療  宅療養  

サービスにおける多鞍種協働について  ・ターミナルケアを支援する診  

理解する。  療報酬制度  
・その他  

③保健医療サービスの概要  ○医療施設の概要  ・病院、特定機能病院、回復期  
○保健医療対策の概要  リハビリテーション病棟、地域  

医療支援病院、診療所  
・その他  

④保健医療サービスにおける  
専門職の役割と実際   

○インフォームドコンセントの  
意義と実際  

○ 保健師、看護師等の役割  

○作業療法士、理学療法士、  
言語聴覚士等の役割 

○医療ソーシャルワーカーの  
役割   務指針  

・その他  

（9保健医療サービス関係者と  ○ 医師、保健師、看護師等と  ・連携の方法  
の連携と実際   の連携   ・連携の実際  

・医療チームアプローチの実際  
・その他   
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・相談援助活動における自立支援の観  草）雇用・就労の動向と労働施  ○ 雇用・就労の動向   ・労働市場の動向   

点から、各種の就労支援制度の概要  貰の概要  ・ライフスタイルに応じた多様な   

について理解する。  働き方  

・障害者の雇用・就労を取り巻  

・就労支援に係る組織、団体及び専門  く情勢   
職について理解する。  ・その他  

○ 労働法規の概要  ・就労支援分野との連矧こついて理解  

する。  ②就労支援制度の概要   ○生活保護制度における就労  

支援制度   ・社会適応訓練事業  

・自立支援プログラム  

・ハローワークの取組  

・その他  

○障害者福祉施策における就  

労支援制度   ・就労継続支援事業A型  

・就労継続支援事業B型  

・その他  

○ 障害者雇用施策の概要   ・障害者雇用率制度、職業リハ  
ビリテーションの実施体制等  

・その他  

0 国の役割  

○市町村く福祉事務所）の役  

割  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

○ハローワークの役割と活動の  

実際  

○職業リハビリテーション機関  

の役割と活動の実際   の職業相談■職業紹介  
・地域障害者職業センターにお  
ける職業リハビリテーション  

・障害者就業・生活支援セン  

ターの取組  

・その他  

○障害福祉サービス事業所・  

障害者支援施設の役割  

④ 就労支鳳こ係る専門職の  ○ 生活保護制度に係る専門職  ■ 現業員の役割  

役割と実際   の役割   ■ その他  

○障害者福祉施策に係る専門  

職の役割   ・就労支援邑の役割  

■その他  

0職業リハビリテーションに係  

る専門職の役割   チ）  

一障害者亀芙カウンセラー  

・その他  

⑤就労支援分野との連携と実  （）ハローワークとの連携（生活  ・生活保護制度におけるハロー  

際   保護制度関係）   ワークとの連携の方法、連携の  
実際  

・その他  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例 

ねらい   含まれるべき事項 

0 障害者福祉施策との連携  ・障害福祉サービス事業所・陣  

害者支援施設との連携の方法こ  

連携の実際  

・その他 
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・相談援助活動における権利擁護の観  8）成年後見制度   ○ 成年後見の概要   ・成年被後見人の行為能力   

点から、成年後見制度の概要（後見人  ・成年後見人の役割   
等の役割を含む。）について理解する。  ・その他  

・成年後見制度の実際について理解す  
○ 保佐の概要   ・被保佐人の行為能力  

る。  
・保佐人の役割  

・その他  

・社会的排除や虐待などの権利侵害や  ○ 補助の概要   ・補助人の役割   

認知症などの日常生活上の支援が必  ・その他  

要な者に対する権利擁護活動の実際  ○ 任意後見  
について理解する。  

○民法における親権や扶養の  

概要  

○成年後見制度の最近の動  

向  

（診 日常生活自立支援事業   ○日常生活自立支1芸事業の  
概要   ・生活支援員の役割  

・日常生活自立支援事業の最  

近の動向  
・その他  

③成年後見制度利用支援事  

業   実の概要  

○ 家庭裁判所の役割  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

○市町村の役割（市町村申  
立）  

○ 弁護士の役割  

○ 司法書士の役割  

○ 社会福祉士の活動の実際  

⑤成年後見制度を中■bとした  

権利擁護活動の実際   の実際  

○消費者被害を受けた者への  

対応の実際  

○被虐待児・者への対応の実  

際  

○アルコール依存者への対応  

の実際  

○ 非行少年への対応の実際  

○ ホームレスヘの対応の実際  

○多問題重複ケースヘの対応  
の実際  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・更生保護制度の概要について理解す  ○ 刑事司法の中の更生保護  

る。  
○ 保護税察  

・更生保護を中心に、刑事司法・少年司   ○ 生活環境調整  

法分野で活動する組織、団体及び専門  ○ 仮釈放等  
職について理解する。  

○ 更生緊急保護  

・刑事司法・少年司法分野の他機関等  ○ 恩赦  
との連携の在り方について理解する。  

○ 被害者等支援  

○ 犯罪予防  

②更生保護制度の担い手   ○ 保護観察官  

○ 保護司  

○ 更生保護施設  

○ 民間協力者  

○ 検察庁との連携  

○ 裁判所との連携  

○ 矯正施設部の連携  

○就労支援機開・団体との連  
携  

0 福祉機関・団体との連携  
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シラバスの内容  

ねらい   含まれるべき事項  
想定される教育内容の例  

（診 医療観零制度の概要   0 生活環境  

．整  

○ 精神保健観察  

○ 関係機関・団体との連携  
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○ 短期養成施設における教育力リキュラムについては、従来の福祉系大学等において   

基礎科目を修めて卒業した者に加えて、一定の実務経験を有する行政職や社会福祉主   

事を対象とするものであることから、実習・演習など、実践力の向上に重点を置いた教育   

力リキュラムとする。  
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